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特別減税の還付手罷

:所得税の特別減脱が施行されたそうで

すが、当社は賞与を毎年7月に支給していま

すので、還付も7月にしたいのですができま

すか。

A:臨時措置法では、給与等に係る特別減

税額の還付は原則として6月の支払い時とし

ています。しかし、夏の賞与の支給を7月あ

るいは8月に支給する企業もあることから、

還付月については7月以後の月でも認める措

置を設けています。この場合には、給与支払

者は、所得税を還付しようとする月、7月以

後にその還付をする事情その他の事項を記載

した申請書を今年の6月15日までに税務署

長に提出し承認を得なければなりません。

給与支払者は、減税の還付を行った場合には

①特別減税額の還付に係る計算書

②徴収高計算書

をその還付した月の翌月10日までに税務署

長に提出しなければならなりません。

また、還付を行った月に全額を還付できない

ときは、その翌月に還付し、それでも残額が

あるときはその全部の還付の終わるまでの各

月で還付をおこなうこととなります。

ただし、6月以降の各月で還付し続けてもな

お還付できなかった額が残ったときは、翌年

に持ち越すということはせず、7～12月の

特別減税額とともに年末調整で精算されるこ

ととなります。
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